
入札公告 

 

勝山市有財産売却処分一般競争入札公告 

 

市有財産(動産)を一般競争入札により売却処分することについて、地方自治法施行令(昭

和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 6 第 1 項及び勝山市契約事務規則（平成 24 年勝山市規則

第 40 号)第 7 条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 

令和 8年 5月 29 日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝山市長　水上　実喜夫 

１　入札に付する売払物件 

※「予定価格」とは、あらかじめ勝山市が定めた最低売却価格をいう。 

※「予定価格」には、消費税相当額を含む。 

 

2　入札の方法 

　紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するインターネット公有財産売却システム「KSI 官

公庁オークション」(以下「公有財産売却システム」という。)を利用して行い、入札に関す

る手続きについては、別に定めるインターネット公有財産売却ガイドライン及び公有財産

売却システムに係る規約等に従って実施する。 

 

3　入札に参加する者に必要な資格 

(1) 日本国内で住民登録されている個人又は日本国内で法人登記されている法人であるこ 

と。 

(2) 次に掲げるいずれにも該当しない者であること。 

　ア　地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当する者 

　イ　5 の入札参加仮申込を行う時点において 20 歳未満の者 

　ウ　会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1項の更正手続開始の申立て又は民　　　 

事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第 1項の再生手続開始の申立てがなされて 

 
物件番号 物件名 メーカー・規格

予定価格 
（入札保証金）

 
1 高規格救急自動車（H19 年登録）

トヨタ 
CBF-TRH226S

300,000 円 
（30,000 円）

 
2

消防ポンプ自動車 CD-1（H14 年登
録）

いすず 
KR-NKS81GR

100,000 円 
（10,000 円）

 
3 積載車（H22 年登録）

トヨタ 
LDF-KDY281

100,000 円 
（10,000 円）



おり、開始の決定を受けるまでの者 

エ　個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 

77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員に該当する者、法人にあっては、役員等 (法人 

の役員又はその支店もしくは営業所等を代表する者をいう。)が暴力団員に該当する者 

オ　破壊活動防止法(昭和 27 年法律第 240 号)第 5 条第 1項もしくは第 7 条の処分もしく 

は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号)第 5 

条第 1項に規定する観察処分を受けた団体又は当該団体の役員もしくは構成員となっ 

ている者 

カ　公告日から入札期間終了日までの間において、勝山市工事等契約に係る指名停止等 

の措置要領又は勝山市物品購入等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止 

の措置期間中である者 

キ　地方自治法(昭和 22 年法律第 67号)第 239 条第 2項の物品に関する事務に従事する 

勝山市職員 

ク　入札手続きについて日本語を完全に理解できない者(その代理人が人札手続きにか 

かる日本語を理解できる者である場合を除く。) 

ケ　日本国内に住民登録(法人の場合は、法人登記)がない者 

コ　アからケまでに定める者を入札代理人とする者 

(3) 勝山市が定めるインターネット公有財産売却システムガイドライン並びに KSI 官公庁 

オークションに関連する規約及びガイドラインの内容を承諾し、かつ順守できる者 

(4) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合で、これらの資格 

などを有している者 

 

4　入札に関する情報を示す期間及び場所 

(1) 期間 令和 8年 5月 29 日(金)から令和 8 年 7 月 14 日(火)まで 

(2) 場所 勝山市ホームページ(インターネット公有財産売却ページ及び公有財産売却シス 

テム） 

 

5　入札参加仮申込 

　入札参加希望者は令和 8 年 5 月 29 日(金) 午後 1時から令和 8年 6月 16 日(火)午後 2 時

までに公有財産売却システム上で入札参加仮申込などの一連の手続きを行う。 

 

6　入札参加申込の受付 

　勝山市にて、システムに登録された仮申込内容を確認し、入札参加申込(本申込)登録を行

う。なお、公有財産売却システム上で入札参加仮申込をしていない者は本申込はできない。 

※代理人による手続き(本人以外の者が本人の委任を受けて本人のために入札等の手続き

をすることをいう。参加者が法人の場合で、その従業員が代表者に代わって入札手続き等を

する場合を含む。)をする場合、代理人(受任者のことをいう。)は、本人からの委任状(勝山



市ホームページから印刷した様式)を添付書類とともに提出期限までに勝山市へ提出する

こと。   

 

7　入札保証金 

(1) 入札保証金の金額は、『1　入札に付する売却物件』のとおりとする。 

(2) 入札保証金の納付は「クレジットカードによる納付」とし、その手続きは公有財産売却 

　システム上で行うものとする。 

(3) 入札保証金には、利息を付さないものとする。 

 

8　売払物件下見会の日時及び場所 

(1) 日時　随時 

(2) 場所　勝山市消防署(住所:福井県勝山市長山町 2丁目 2番 7号) 

(3) その他　前日午後 5時までに事前予約すること。(予約先：0779-88-0400) 

 

9　入札期間、開札の日時、場所及び方法 

(1) 入札期間　令和 8 年 6 月 30 日(火)午後 1 時から令和 8 年 7 月 7 日(火) 午後 1時まで 

(2) 場所　公有財産売却システム上 

(3) 方法　入札は、公有財産売却システム上で入札価格を登録して行う。なお、今回の物件　 

は入札形式で行うため、この登録は一度のみ行うことができ、一度行った入札について、 

入札者の都合による取り消しや変更はできない。 

　　持参及び郵送による入札書の提出は無効とする。 

(4) 開札日時 令和 8年 7月 7日(火)午後 1時 

(5) 入札確定処理日時令和 8年 7月 9日(木)午後 5時 

 

10　入札の無効に関する事項 

　次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(1) 入札参加資格のない者が行った入札又は委任状を提出せずに代理人が行った入札 

(2) 予定価格(最低売却価格)に達しない入札 

(3) 同一売払物件の入札について 2 回以上行った入札 

(4) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

11　契約締結及び売買代金支払方法 

(1) 落札者は、売買契約書又は請書(必要な場合のみ)とともに所定の書類を令和 8年 7 月 

14 日(火)午後 5 時までに提出するものとする。なお、当該売買契約を締結しないとき又 

は請書の提出をしないときは、入札保証金は勝山市に帰属する。 

(2) 契約保証金の額は、入札保証金と同額とし、買受人(落札者)の入札保証金を契約保証金 

に充当する。 



(3) 契約保証金を契約代金の一部に充当するものとし、残金は令和 8年 7月 21 日 (火)午 

後 2 時 30 分までに納付書にて一括納入(銀行振込の場合、振込手数料は買受人の負担と

する。)する。 

(4) 入札に関し不正な行為をし、又は入札参加の申込方法に違反したことが判明したとき 

は、入札補償金は勝山市に帰属する。また、売買契約が完了している場合は当該契約は解 

除し、契約保証金は勝山市に帰属する。 

 

12　落札した売払物件の引渡し等 

　契約代金の納入を確認した後、次の期限までに現状のままで勝山市が指定する場所にお

いて直接引き渡す。 

なお、引き渡しに関する費用の一切は、全て買受人の負担とする。 

(1) 期限 勝山市が指定する日時まで 

(2) 場所 勝山市が指定する場所 

(3) その他 

　ア　引渡しは、契約代金の納付時の現況有姿で行う。 

　イ　売払物件の取得時期は契約代金の納付があったときであり、取得後の毀損、焼失等に 

よる損害の負担は、買受人が負う。 

ウ　一度引き渡された売払物件については、隠れた瑕疵等いかなる理由があっても、市は　 

責任を負わない。ただし、買受人が消費者契約法(平成 12 年法律第 61号)第 2条第 1 項 

に定める消費者である場合は、引渡しの日から 1年間は協議に応じる。 

エ　一度引き渡された売払物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできない。 

 

13　契約にあたって付する主な特約 

(1) 公序良俗に反する使用の禁止 

　ア　売払物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に定める 

暴力団、破壊活動防止法第 5条第 1 項もしくは第 7条に規定する処分もしくは無差別 

大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第 5条第 1項に規定する観察処分を受 

けた団体又は当該団体の役員もしくは構成員のために利用する等公序良俗に反する用 

途に使用してはならない。 

イ　買受人は、売払物件の所有権を第三者に移転する場合には、アの使用の禁止を書面に 

より承継させるものとし、当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはなら 

ない。 

ウ　買受人は、イの第三者が売払物件の所有権を移転する場合にも同様にア及びイの内 

容を転得者に承継することを書面で義務づけなければならない。 

エ　買受人は、売払物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対してアの定めに　 

反する使用をさせてはならない。この場合において、買受人は、アの使用の禁止をまぬ 

がれるものではない。 



オ　買受人は、エの第三者が他の第三者に売払物件を使用させる場合も同様にア及びエ 

の内容を遵守させなければならない。   

(2) 風俗営業等の禁止 

ア　買受人は契約締結の日から 5 年間、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 

法律(昭和 23 年法律 122 号)第 2 条第 1項に規定する風俗営業、同条第 5項に規定する 

性風俗関連特殊営業のために利用する等の用途に使用してはならない。 

イ　買受人は、契約締結の日から 5年以内に売払物件の所有権を第三者に移転する場食 

には、その残存期間についてアの使用の禁止を書面により承継させるものとし、当該第 

三者に対してアの定めに反する使用をさせてはならない。 

ウ　買受人は、契約締結の日から 5年以内に売払物件を第三者に使用させる場合には、そ 

の残存期間について、当該第三者に対してアの規定に反する使用をさせてはならない。 

この場合において、買受人は、アの使用の禁止を免れるものではない。 

エ　買受人は、ウの第三者が他の第三者に売払物件を使用させる場合も同様にア及びウ 

の内容を遵守させなければならない。 

(3) 実地調查等 

　(1)について、勝山市が必要があると認めるときは、実地調査等を行うが、買受人(落札 

者)及びその後の譲受人等は、当該実態調査について協力義務を持つものとする。 

(4)違約金 

　買受人は、(1)及び(2)の特約に違反したときは売買代金の 100 分の 30、(3)の特約に違反

したときは売買代金の 100 分の 10 を違約金(1 円未満切り捨て)として勝山市に支払うもの

とする。 

　なお、当該違約金について債務の履行を遅滞したときは、支払期限の翌日から履行の日ま

での間、履行遅滞額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256

号)第 8条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を加算する。 

 

14　その他 

(1) 売買代金完納後の公租公課等が必要な場合は、買受人の負担とする。 

(2) 物件調書等は参考資料とすること。 

(3) 売払物件の写真は、色調などにより現況と相違している可能性があるため注意する 

こと。なお、現況と異なる場合は現況を優先する。 

(4) 公有財産売却システムに不具合が生じた場合、入札を中止することがある。 

 

15　入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

〒911-8501　福井県勝山市元町 1丁目 1 番 1 号 

勝山市財政課契約検査係　インターネット公有財産売却担当 

電話番号 0779-88-8130　FAX 番号 0779-88-1119 

メールアドレス keiyaku@city.katsuyama.lg.jp  


